
【測定指標】

1 化審法等の確実な執行

目標年度 28年度 29年度 30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度

14 8 11 9 7

12 10 9 -

【参考指標】

年度 28年度 29年度 30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度

- - - 4,340

4,418 5,037 測定中 -

1
フロン類出荷相当量（万
CO2トン）

- - 令和2年度4,340

施策の概要
政策体系上の

位置付け

609
（551）

582

施策に関係する内閣の重要政策
（施政方針演説等のうち主なもの）

達成すべき目標
目標設定の
考え方・根拠

経済の発展と安全・安心を両立するための効率的かつ効果的な化学物質管理に係る施策（スクリーニング
評価等）を実施すること。

WSSD（持続可能な開発に関する世界首脳会議）2020年目標等を達成する。

令和元年度

化学物質の人・環境への悪影響を最小化する国際目標を受け、規制強化の方向にある国際動向を踏まえ、経済の発展と安全・安心
の確保を両立するための効率的かつ効果的な化学物質管理に係る施策を実施する。

７　生活安全

・地球温暖化対策計画（平成28年5月閣議決定）
・化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律（化審法）の一部を改正する法律案に対する附帯決
議（平成29年4月11日参議院経済産業委員会、平成29年5月26日衆議院経済産業委員会）
・未来投資戦略2017（平成29年6月閣議決定）
・経済財政運営と改革の基本方針2018（平成30年6月閣議決定）
・未来投資戦略2018（平成30年6月閣議決定）
・特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律（オゾン法）の一部を改正する法律案に対する
附帯決議（平成30年6月6日衆議院経済産業委員会、平成30年6月19日参議院経済産業委員会））
・未来投資戦略2019（令和元年6月閣議決定）

施策の予算額（執行額）
（百万円）

30年度29年度

令和元年度実施施策に係る政策評価の事前分析表

施策名

（経済産業省31-7-3）

担当部局名 政策評価実施予定時期 令和2年8月製造産業局化学物質管理課7-3　化学物質管理

846
（747）

経済の発展と安全・安心を
両立するための効率的か
つ効果的な化学物質管理
に係る施策（スクリーニン
グ評価等）を実施するこ
と。

目標

測定指標 目標値

測定指標

令和元年度

目標年度

基準値

基準年度

0 平成22年度2
詳細なリスク評価を実施す
る化学物質数

基準年度

測定指標 基準値

年度ごとの実績値

化学物質の詳細なリスク評価の着実な実施は、WSSD2020年目標等の目標の
達成に資することから、化学物質審議会等においてリスク評価の審議を予定し
ている化学物質数を測定指標に選定。

産業構造審議会製造産業分科会化学物質政策小委員会フロン類等対策ワー
キンググループで了承された、国内で使用されるフロン類（HFC）の将来見通し
である「フロン類使用合理化計画」におけるフロン類出荷相当量（万CO2トン）
を測定指標に選定。

年度ごとの見込み

参考指標（項目）の選定理由及び見込み値の設定の根拠年度ごとの実績値

測定指標の選定理由及び目標（水準・目標年度）の設定の根拠

化学物質が、人の健康と環境にもたらす著しい悪影響を最小化する方法で使用、生産されることを達成すること（WSSD2020年目標）等が目標であり、法令に基づき申請さ
れる化学物質の審査や条約等によって提供が求められるデータの収集等を実施している。また、条約の締約国会議等へ出席し、議論に参加している。
その結果、著しい悪影響をもたらすおそれがあると判明した化学物質は使用を制限する等の適切な管理を実施していく。

59

見込み

測定指標（項目）の選定理由及び目標値（水準・目標年度）の設定の根
拠

令和2年度

年度ごとの目標値



【達成手段一覧】

令和元年度

1
経済協力開発機構環境政
策委員会化学品プロジェク
ト分担金

8 平成10年度 1 - 0379

2
ロッテルダム条約事務局経
費分担金

8 平成17年度 1 - 0380

3
ストックホルム条約事務局
経費分担金

14 平成18年度 1 - 0381

4
経済協力開発機構環境政
策委員会化学品プロジェク
ト拠出金

21 平成18年度 1 - 0382

5 化学物質規制対策事業 374 平成21年度 1 - 0383

6
水銀に関する水俣条約事
務局経費分担金

18 平成28年度 1 - 0384

7

オゾン層を破壊する物質に
関するモントリオール議定
書多数国間基金分担金
（2018-2020年増資分）

47 平成31年度 1 - 新31-0034

33
（0）

-

7
（7）

8
（8）

15
（15）

20
（20）

497
（438）

20
（20）

19
（19）

450
（396）

29年度

予算額計（執行額）　単位：百万円
達成手段

30年度

7
（7）

9
（9）

14
（14）

再掲達成手段の概要等

平成30年
行政事業
レビュー
事業番号

関連する
指標

「水銀に関する水俣条約」は、水銀の供給・使用から排出・廃棄に至る全てのライフサイクル全般にわたって国際的に規制を進
めるもので、平成25年に採択され、平成29年8月16日に発効した。我が国は平成28年2月2日に締結し、23番目の締結国となっ
た。条約発効後は、締約国会議（第1回は平成29年9月、第2回は平成30年11月開催）における条約実施状況等の議論に参加
し、水銀管理の国際調和に貢献するとともに、我が国としても条約上の義務を的確に履行し、水銀及び水銀化合物の適正管理
を着実に実施する。

-

モントリオール議定書は、これまでオゾン層破壊効果のある特定フロンを対象に生産・消費量の削減義務を課していたが、そ
の削減義務の対象物質に、オゾン層破壊効果は有しないが温室効果が高い代替フロン（HFC）を追加することを内容とする同
議定書改正提案が2016年10月のモントリオール議定書締約国会合において採択された（キガリ改正）。同議定書には、発展途
上国の削減義務の活動を支援するため多数国間基金に対し、先進国が拠出することが規定されている。キガリ改正の着実な
実施に向け、我が国企業が有する環境技術も活用しつつ、発展途上国のHFC削減義務達成に向けた活動を支援する。

開始
年度

ロッテルダム条約は、化学物質の危険有害性に関する情報が乏しい国への輸出によって、その国の人の健康や環境への悪
影響が生じることを防止するため、輸出国は、特定の有害物質の輸出に先立って、化学物質に関する情報を相手国に通報す
る等、輸入国政府の輸入意思を確認した上で輸出を行うこと等を規定したものであり、2004年2月に発効した。我が国において
は、2004年9月から条約の効力が発生し、条約上の義務を履行している。
締約国会議及び化学物質検討委員会へ出席し議論に参加することにより、国内における化学物質管理制度を国際的な動向と
整合させ、効果的な化学物質管理を実現する。

「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約」は、環境中での残留性、生物蓄積性、毒性（悪影響）が高く、長距離移動
性が懸念されるＰＣＢ、ＤＤＴ、ダイオキシン類等の有害化学物質（POPs：Persistent Organic Pollutants）の国際的な製造及び
使用の廃絶、排出の削減、これらの物質を含む廃棄物等の適正処理等を規定したものであり、2004年に発効した。我が国は、
2002年8月に加入し、条約の発効と同時に条約上の義務を履行している。
締約国会議及び残留性有機汚染物質検討委員会へ出席し議論に参加することにより、国内における化学物質管理制度を国
際的な動向と整合させ、効果的な化学物質管理を実現する。

次世代の成長産業の核として研究開発が行われている工業ナノ材料は、その大きさ、形状、表面反応性等のために従来の物
質とは異なる挙動を示す可能性が指摘されている。その安全性に関しては、現在、我が国のみならず国際的にも、その特性評
価等の科学的知見が不足しており、OECD内で加盟国の協力の下にリスク評価手法等の検討が進められている。また、化学物
質の効率的なリスク評価・管理の観点から、動物や細胞を用いた試験等から得られる様々なデータを統合して評価する手法体
系（IATA）が世界的に注目されており、我が国でも研究開発事業を実施しているところ、OECD内で加盟国の協力の下に検討
が進められている。これらの分野を我が国が主導していくために、OECD事務局に対して、これらプロジェクトを担当する職員を
派遣し、所要の拠出を行う。

・化審法、化管法、水銀法に基づき、化学物質管理を着実に実施する。また、新たな法規制の円滑な執行を含む国内規制の在
り方等の検討を行う。
・化学物質に関する各種国際条約の締約国としての、あるいはOECD等の枠組みで、各国の分担による有害性情報の収集
や、新たな安全性評価手法の開発、人材育成等を行うとともに、中長期的な目標である国際的な調和を視野に入れつつ、我が
国と経済的関係の深いASEAN地域との化学物質管理制度の調和を推進する。
・化学兵器禁止条約及び化学兵器禁止法の的確な執行並びに条約締約国としての責務を果たすため、人材育成、途上国にお
ける化学物質管理能力向上への貢献、条約に基づく制度改正に適切な対応が取れるように調査・検討等を実施する。
・オゾン法、フロン法に基づく、フロン対策として、代替フロン等の排出量データの収集や推計、排出源等の調査を行うととも
に、国際的な枠組みの議論のための調査を行う。
上記の結果をもとに、経済の発展と安全・安心を両立するための効率的かつ効果的な化学物質管理に係る施策を実施する。

OECD環境政策委員会の傘下の化学品・農薬・バイオ技術作業部会とOECD化学品委員会との合同会合（化学品合同会合）に
よって統括されている化学品プロジェクトへ分担金を支出し、プロジェクトへ参加することにより、化学物質管理分野における国
際協調を推進する。
化学品合同会合へ出席し議論に参加することで、化学物質管理政策分野における国際協調活動に貢献すると同時に、国内に
おける化学物質管理制度を国際的な動きと整合させ、効果的な化学物質管理を実現する。
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